
保存期間： 3年

(令和3事務年度末）

臣一許一調

国税庁関係予算

1 国税庁関係予算

（1）令和元年度予算について

「平成31年度予算編成の基本方針」 （平成30年12月7日閣議決定）において、

「我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き、歳出全般にわたり、聖域なき徹

底した見直しを推進する」こと等が示されている。

この基本方針を踏まえ、国税庁予算については、総額7,059億15百万円（30

年度当初予算比十32億68百万円、＋0.5％)、 うち

人件費 5,567億89百万円（同比十62億41百万円、+1. 1%)

一般経費1,491億27百万円（同比△29億73百万円、△2.0%)

が認められた（別紙1， 2， 3)。

②主な一般経費の概要

イ情報化経費（30年度当初予算426億円→436億円、+10億円、+2.3%)

KSK関係経費(339億円)、 ICT化推進経費(87億円）及び共通経費(10

億円） として、 436億円を計上。

ロ納税者利便向上経費(106億円→115億円、+9億円、+8.2%)

e-Tax関係経費(82億円)、電話相談センター運用経費(6億円)、 ICTに

よる納税者への情報提供等経費（19億円）等として、 115億円を計上。

ハ国際化対策経費（9億円→10億円、＋1億円、＋10.6％）

情報収集経費､外国税務調査旅費及びOECD租税犯罪アカデミーの創設に必要

な経費等を計上。

二庁局署一般経費（584億円→595億円、+11億円、+1.9%)

税務諸用紙･通信費（91億円)、旅費・捜査費(60億円)、アルバイト賃金（127

億円）等を計上。

ホ職場環境整備・安全対策経費（79億円→67億円、△12億円、△14.9%)

耐震改修等施設整備経費（20億円)、庁舎修繕経費（28億円)、健康管理経費



(11億円）等を計上。

へ税制改正関係経費（231億円→193億円、△38億円、△16.5％）

軽減税率制度の周知、指導に必要な経費及び税制改正に係る各種システム開

発費等を計上。 、

卜共通番号制度関係経費（54億円→43億円、△11億円、△20.5%)

社会保障・税番号制度に対応するため、法人番号付番システム及びKSKな

どの既存システムに係る運用経費(35億円)､マイナポータルに係る運用経費(5

億円）等を計上。

2国土交通省等による官庁営繕費等予算（国税庁分）

O平成30年度以前から建替え予算が計上されているもの【10件（継続)】

単独庁舎による整備として、黒石署、京橋署、名古屋東署．税務大学校名古屋

研修所及び佐伯署が、合同庁舎による整備として、鶴岡署、栃木署、小石川署、

横浜中署．東京国税不服審判所横浜支所､鰍沢署及び高山署が認められている（別

紙4)。



(別紙1）

令和元年度予算の概要（経費関係）

(）蕨

(注）各々の計数において百万円未満を四捨五入したため､計とは一致しないものがある。

A

平成30年度

当初予算額
B

令和元年度

予算額

対前年度予算額

C(B-A)

増△減額 比率
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％

2一 般 経 費 152,099 149,127 △ 2，973 98.0
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そ の他の経費
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(6)税制改正関係経費

(7)税務大学校経費

(8)国税不服審判所経費

(9)酒類総合研究所経費

(10)共通番号制度関係経費
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(別紙2）

令和元年度国税庁予算の概要

2旅費･物件費等予算内訳1全体予算内訳
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(別紙3）

国税庁予算の推移（当初成立予算）

(注1)24年度及び25年度には､東日本大震災復興特別会計計上の予算を含んでいる。

(注2)各々の計数において百万円未満を四捨五入したため､計とは一致しないものがある。
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(別紙4）

令和元年度官庁営繕費等予算の概要（国税庁関係）

1 官庁営繕費（一般会計・国土交通省所管）

2特定国有財産整備費（一般会計・財務省所管）

3特定国有財産整備勘定（財政投融資特別会計・財務省及び国土交通省所管）

※上記以外に､建替済庁舎のPFI事業に係る継続要求案件(立川税務署、甲府税務署､東京国税局､大津税務署､熊本国税局、
熊本西税務署､熊本国税不服審判所)が､予算に計上されている。

国税局名 税 務 署 名 区 分 備 考

仙台国税局

仙台国税局

関東信越国税局

東
東

■

泉
一
泉

国税局

国税局

名古屋国税局

熊本国税局

石税務署

岡税務署

木税務署

橋税務署

沢税務署

山税務署

伯税務署

黒
鶴
栃
京
鰍
高
佐

単独庁舎（継続）

合同庁舎（継続）

合同庁舎（継続）

単独庁舎（継続）

合同庁舎（継続）

合同庁舎（継続）

単独庁舎（継続）

鶴岡第2地方合同庁舎

栃木地方合同庁舎

富士川地方合同庁舎

高山地方合同庁舎

国税局名等 税務署名等 区 分 備 考

東京国税局

名古屋国税局

税務大学校

小石川税務署

名古屋東税務署

名古屋研修所 }
合同庁舎（継続）

単独庁舎（継続）

小石川地方合同庁舎

名古屋第3国税総合庁舎

国税局名等 税務署名等 区 分 備 考

東京国税局

国税不服審判所

横浜中税務署

東京国税不服審判所
横 浜 支 所 皿 合同庁舎 (継続） 横浜地方合同庁舎



保存期間： 3年

(令和3事務年度末）

臣一計一詞

庁舎・宿舎の現状及び整備

1 庁舎の現状及び整備状況（別添1）

税務署庁舎は、昭和30年代から昭和40年代にかけて集中的に整備されたことか

ら、全庁舎のうち約7割が建築後30年以上（約6割が建築後40年以上）経過してい

る。一方、厳しい財政事情の下、単独庁舎の建替えや合同庁舎の新営が進まない状況

にあることから、計画的に庁舎整備を行うことで長寿命化を図ることとしている。

これまで、新建築基準法の施行（昭和56年）以前に建築された庁舎の中に、耐震

性能が不足するものが存在したため､庁舎整備の最優先事項として耐震化に取り組ん

できた。しかし、庁舎の耐震化については一定の目途が付いたことから、今後は、建

替えや大規模改修による老朽庁舎の改善や狭院庁舎の解消などを庁舎整備の最優先

事項として取り組むこととしている。

2宿舎の現状及び整備状況（別添2）

国税庁が管理する省庁別宿舎については､ 「国家公務員宿舎の削減計画｣により225

棟の宿舎が廃止され、現在、存置宿舎は192棟となっており、そのうち約6割の宿舎

が建築後30年以上（約2割が建築後40年以上）経過している。

省庁別宿舎の整備については、職員及びその家族の安全確保の観点から、耐震性

能が不足している宿舎の耐震改修を順次実施し、平成28年度に完了したところであ

り、老朽対策として浴室や台所の改修など居住環境の改善を図ってきたところである。

厳しい財政事情の下、国家公務員宿舎の建替は困難な状況にあることから、今後

は厚生管理官と連携して､長期的な運用を見据えた居住環境の改善や設備改修に取り

組むこととしている。

3その他

平成30年度補正予算(第2号)において、 「障害者雇用のための環境整備」として、

関東信越、東京及び大阪の各研修所における寮室のバリアフリー化、東京研修所にお

‐ける車いす対応トイレの整備、並びに東京及び熊本の各研修所における階段昇降機の

整備に要する費用（約1． 6億円）が措置されている。



税務署庁舎建築年度別署数(平成30年3月31日現在）
’

経年50年以上132署(25.2%） 篭年以上132署(25.2%） 灘経年5 ’ ’’ 怒年49年～40年204署(38,9%） 経年10年未満21署(4.0%）経年19年～10年47署(9.0%）経年39年～30年34署(6.5%） 経年29年～20年86署(16.4%）署数
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<参考＞

省庁別宿舎建築年度別棟数(平成30年3月31日現在192棟）

0.5％

経年10年未満1棟

24．0％

経年40年以上46棟

18．2％

経年10～19年35棟

24．5％

経年20～29年47棟

32.8％

経年30～39年63棟
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